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1 目標等の設定

H30

R1

R2 96,426

・本道において、水源の周辺における利用目的が明らかでない大規模な土地取引が
認められたことなどを背景として、水資源の保全に対する道民の関心が高まるととも
に、水源の周辺における適正な土地利用の確保が求められている。

・水は、安全で安心な生活を営む上で、また、農林水産業をはじめとした産業が健全
な発展を遂げていく上で大切な資源であり、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を、
現在と将来の世代が享受できるよう、「北海道水資源保全条例」に基づき、水資源の
保全に関する施策を総合的に進めていくことが必要である。

【水資源保全地域の指定】
・水資源保全地域の指定拡大

【事前届出制の促進】
・事前届出制について土地所有者へ周知・啓発

【水資源保全プロジェクトの推進】
・企業版ふるさと納税による公有地化の促進や公有地化後の土地利用の実施(新規）

民間等の役割・取組等項目 市町村の役割・取組等

【水資源保
全地域の

指定】

【事前届出
制の促進】

【水資源保
全プロジェ
クトの推

進】

１（３）A

１（３）A

１（３）A

現状と課題 施策目標 施策の予算額（千円）

105,979

95,703

政策体系

施策のイメージ

国の役割・取組等

・事前届出制の促進に向けた土地所有者への周知・啓発
・事前届出に係る助言等の実施

・道と連携し、事前届出制の促進に
向けた周知・啓発
・事前届出に係る意見の提出

・道と連携し、事前届出制の促進に
向けた周知・啓発への協力

道の役割・取組等

・指定拡大に向けた市町村の理解促進
・審議会の審議に基づいた水資源保全地域の指定

・市町村と企業との橋渡し役として、市町村へはプロジェクト
の趣旨等の説明や参加要請を、道内外の企業へは趣旨等
の説明や寄付の要請を実施

土地水対策課

・プロジェクトへの参加 ・プロジェクトへの寄付

令和２年度　基本評価調書

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

照   会   先

総合政策部政策局所 管 部 局 施策コード作成責任者 総合政策部長　倉本　博史

土地水対策課土地水調整係
内線23-738

関　係　課 １（３）A
政策体系

コード

・水資源保全地域の指定に係る提案

土地水対策の総合的推進及び水資源保
全の推進

施 策 名

概ね順調に展開総合評価

国

関係法令整備

財政措置

北海道

水保全地域の指定

事前届出の周知

プロジェクトの周知、要請

要請 連携
施策

目標
施策の推進

民間等

事前届出

市町村

水資源保全地域の指定の提案及び制度周知
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 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）  Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価

１－２　取組の結果

【水資源保全地域内の土地に関する権利の移転等の事前届出制】
○適正な届出を促すため、土地所有者に対し、ダイレクトメールや不動産関連
団体、市町村を通じた事前届出制についての周知・啓発を行う。
○国や市町村と連携を図りながら、水資源保全条例制度や国の水循環政策な
ど、水資源の有効利用などに関する普及啓発パネル展等を開催。
○事前届出者を通じた新土地所有者への助言を実施。
○水資源保全地域内の土地に関する権利の移転等について、関係市町村等
の協力を得て情報収集等を実施。
 

１（３）A

１（３）A

【水資源保全地域内の権利の移転等の事前届出制】

○水資源保全地域内の土地に関する権利の移転等について、関係市町村等の協力を得
て情報収集等に努めるとともに、土地所有者等に対し、事前届出制の周知・啓発による事
前届出書の提出を促している。
○水資源保全条例等の普及啓発パネル展の開催（R2.8.4～5)
○事前届出者を通じた新土地所有者への助言や、条例制度の周知等も適宜実施してい
る。
≪新型コロナウィルス感染症の影響等≫
特になし

○関係団体や土地所有者
を対象とした意見聴取（ア
ンケート形式）等の結果、水
資源保全保全条例に基づく
指定地域の状況や事前届
出制度の認識割合が低い
ことから、アンケート調査形
式による土地所有者向け
のダイレクトメールより制度
周知を継続的に実施し、更
なる理解の促進を図ってい
る。

【水資源保全プロジェクトの推進】
○企業版ふるさと納税を活用した水資源保全のための新たなプロジェクトとして、（株）北
洋銀行、（株）セコマ、京極町及び道において共同記者発表を行い、企業版ふるさと納税
の活用と水資源保全の取組についてPRを行った。
≪新型コロナウィルス感染症の影響等≫
特になし

今年度の取組

今年度の取組

土地水対策の総合的推進及び水資源保全の推進 施策コード

【水資源保全プロジェクトの推進】
○参加する市町村や寄付企業の増加に向けて、水資源保全条例啓発ポスター
やチラシを作成・配布し、企業版ふるさと納税を活用した官民連携の取組を広く
PR。

実績と成果、新型コロナウイルス感染症の影響等
道民ニーズを
踏まえた対応

【水資源保全地域指定】
○水資源保全のための適正な土地利用確保を図るため、令和２年度においても、市町村
長の提案に基づき、指定に係る手続きを進めている。
○水資源保全推進事業交付金により水資源保全地域にかかる公有地化を支援（上限
3,000,000円）し、平成30年度から地域づくり総合交付金で支援を行うことになった。
○国に対する土地取引規制など関係法令の整備や市町村による水源周辺の土地取得に
係る財政支援措置の充実・強化などの要望を行った。(R2.7 総合政策部要請)
○水資源保全地域の指定拡大に向けて振興局とも連携しながら個別の市町村にヒアリン
グ調査を行うとともに、指定に向けた支援を実施
≪新型コロナウィルス感染症の影響等≫
特になし

１（３）A

令和２年度　基本評価調書 施　策　名

政策体系
及び

関連計画等

【水資源保全地域の指定】
○市町村長の提案に基づき水資源保全地域を指定。
○地域づくり総合交付金により水資源保全地域内の土地の公有地化を支援。
○国に対し水資源の保全など地域の実情に応じた土地取引規制に係る関係法
令の整備や市町村による水源周辺の土地取得に係る財政支援措置の充実・強
化などの要望を実施。
○水源の周辺における適正な土地利用の確保に向けて、関係部と連携し、森
林法や農地法、都市計画法などの個別規制法に関連した情報等を共有。
○国土利用計画法に基づく土地利用基本計画の管理･変更や適切な土地利用
の推進を図り、同法の土地取引届出制度の運用による土地の権利の移転等を
把握。



 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価

施策・部局
１（３）A

環境生活部環境局環境政策課

２　連携の状況　　　　　　　　　　　

連携内容
連携先

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

施策コード

連携種別
（政策体系） 関係部・関係課

0301

２－２　連携の取組状況

取組の実績と成果、新型コロナウイルス感染症の影響

・水資源保全地域の指定に際しては、指定に係る内容について関係部による
関係法令等に基づく確認を行うなど連携・協力を行い、水資源の保全のため
の適正な土地利用の確保を図っている。
《新型コロナウィルス感染症の影響等》
特になし

水産林務部（森林関係）、環境生活部（水関係）と連携・協力し、情
報共有を図りながら、水資源の保全のための適正な土地利用の確
保に向けた取り組みを進める。

0701 水産林務部林務局森林計画課
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 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価
３　成果指標の設定 （H：平成、R:令和、大文字は年度、小文字は暦年） ３－２　成果指標の達成度合

直近の成果指標
の達成率

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

- 94.2%

●　達成度合について

達成度合 A B C D -

達成度合 B B A
【内的要因】
水資源保全地域の意向調査から可能性
のある市町村に対して積極的なPRを行っ
た。

【外的要因】
特になし

年    度 R1 R2 進捗率

目 標 値 179 180 190

実 績 値 179 - 179

達成率 100.0%

達成率 95.2% - 90.8%

評価年度 H29 H30 R１ 達成度合の分析ほか

評価年度 H29 H30 R１ 達成度合の分析ほか

施策コード

達成度合 B B B 【内的要因】
類型指定している262水域中、238水域で
環境基準を達成したものの、閉鎖性水域
である湖沼の環境基準達成率は54.5％
であり、R1目標値は未達成となったが、
水質汚濁防止法に基づく立入検査・指
導、生活排水処理施設の整備などによ
り、目標達成率は95.2%と高い水準を保っ
ている。
【外的要因】
特になし

年    度 R1 R2 進捗率

目 標 値 95.4 96.0 100

実 績 値 90.8 - 90.8

政策体系 増減方向

1(3)A

100.0%目標値

年度

令和２年度　基本評価調書 施　策　名 土地水対策の総合的推進及び水資源保全の推進

目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

基準年度 H26 R2 最終年度 R7

96.0% 最終目標値

根拠計画 達成率の算式

目 標 の 基 準

180 最終目標値 190

R7

目標値

基準年度 H24 年度 R2 最終年度

基 準 値 0

● 本施策に成果指標を設定できない理由

増加 （実績値／目標値）×100

主① 指標名

水質環境基準達成率

〔指標の説明〕
水環境の状況を示す指標（環境基準の類型
当てはめをしている公共用水域（河川・湖
沼・海域））の環境基準達成割合
※（環境基準達成地点数／水質測定地点
数）
【アウトカム指標】
水資源保全地域の指定により適正な土地利
用の確保を図りその間接的成果として設定。

〔指標の説明〕
市町村意向調査から得られた結果に基づき
最終目標値を設定し、指定済水資源保全地
域数の進捗割合
【アウトプット指標】
水資源保全地域の指定割合を設定。

他① 指標名 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

水資源保全地域数

政策体系

北海道総合計画
環境基本計画【第２次計画】
改訂版

（実績値／目標値）×1001(3)A

根拠計画 達成率の算式増減方向

増加

基 準 値 91.6%

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）



施策名 施策コード 02 ― 01

Ｐｌａｎ

0801 1(3)A 国土利用計画推進費
土地水対
策課

340 340 0.8 0.2 1.0 8,260

0802 1(3)A 土地利用規制等対策費
土地水対
策課

18,053 18,053 5.6 6.8 12.4 116,261

0803 1(3)A 地価調査費
土地水対
策課

77,500 77,500 1.0 0.4 1.4 88,588

0804 1(3)A 土地水総合調査費
土地水対
策課

533 0.5 0.0 0.5 4,493

0805 1(3)A 土地水対策課総合調整等業務
土地水対
策課

0 0 2.5 0.0 2.5 19,800

0806 1(3)A
不動産鑑定業者及び不動産鑑定
士に関すること

土地水対
策課

0 ０ 0.6 0.0 0.6 4,752

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0 96,426 95,893 11.0 7.4 18.4

令和２年度　基本評価調書
土地水対策の総合的推進及び水資源
保全の推進

 (目標管理型行政運営システム実施要領別紙様式1）

４　事務事業の設定

整理番号
政策
体系

事務事業名 事務事業概要
課・局
室名

前年度から
の繰越事業
費（千円）

令和２年度

事業費
（千円）

執行体制
フル
コスト

（千円）
うち

一般財源
本庁 出先 機関 人工計

計

不動産鑑定業法に基づく不動産鑑定業者に係る登録事務を行う。

適正かつ合理的な土地利用を図る指針である国土利用計画の管理を行い、土地
利用の検討、調整等を行う。

国土利用計画法に基づく土地利用基本計画の管理・変更、土地取引の届出を受
けた指導・助言、水資源の保全に向けた取組を行うなど、適正な土地利用を推進
する。

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出の価格審査の規準とするため、土地
（基準地）の鑑定評価を行う。

国土交通省の委託を受け、水需給の現況調査を実施する。

・国土利用計画法に基づく国土利用計画審議会及び土地利用審査会、並びに水
資源保全条例に基づく水資源保全審議会に関する事務を行う。
・管理・監督、職員の服務・研修、道議会事務、文書事務、予算・決算等の庶務に
関する事務全般を執り行う。



―

(1)成果指標の分析

(2)取組の分析

1

2

3

4

　　 　 ・基準１が「○」で、かつ基準２～４のうち１つ以上に「○」がある→ a
判定　・基準１が「○か△」ではない、又は基準１は「○か△」だが基準２～４に１つも「○」がない→ ｂ
　　　　・基準１が「△」で、かつ基準２～４のうち１つ以上に「○」がある→ ｃ

a

道民からのニーズを的確に把握し、施策推
進に役立てているか

○
アンケート形式による土地所有者等への意見聴取の継続実施により、水資源保全条例の制度趣旨や事前届出制度等の周知・啓発等に取り組んでい
る。

施策の推進に当たり、他の施策・部局との
連携や地域・民間との連携･協働による成
果を確認できるか

○
水資源保全地域の指定に関して、関係部と連携した取組を行っており、不動産関係団体や関係市町村、また、水資源保全に関する条例を制定している
府県との連携等により、道内外に居住する水資源保全地域内の土地所有者等への制度等の周知等を行っている。

基準２～４
（施策の推進に当たり取組が認められる）

取組がある
（○あり→取組がある）

取組があるとする理由（新型コロナウイルス感染症の影響で取組がない場合は理由を記載）

施策の推進に当たり、国等に要望・提案を
行い、実現に向けて進捗しているか ○

水資源の保全など地域の実情に応じた土地取引規制などの関係法令の整備や市町村による水源周辺地域の土地取得に係る財政支援措置の充実・強
化などについて、国に要望している。

基準1
（施策の推進に当たり対応すべきもの）

対応している
（○→対応している）
（△→コロナの影響）

理　由

計画した取組を着実に進め、かつ社会情勢
や道民の要請等を踏まえた課題等に対応し
ているか

○ 水資源保全地域内の土地に関する権利の移転等の事前届出制を推進し、土地所有者への助言等を行っている。

-

計
1 1 0 0 0 A・B指標

のみ

A・B指標
のみ

＜水質環境基準達成率【B】＞
・閉鎖性水域である湖沼の環境基準達成率が54.5％であり、目標値は達成できなかったものの、目標達成率は95.2％と高い水準を
保っている。
＜水資源保全地域数【A】＞
新たに地域を指定し、水資源保全のための適正な土地利用の確保を図っている。

-

１（３）A 1 1

令和２年度　基本評価調書 施　策　名 土地水対策の総合的推進及び水資源保全の推進 施策コード 02 01

-

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　　施策評価　一次政策評価結果（各部局等による評価）　
5  一次政策評価結果と翌年度に向けた対応方針等

政策体系

達成度合の集計

判定 成果指標の分析A B C D



(3)総合評価と対応方針等

① １（３）A
水資源保全地域数は増加しているが、条例制定当初と比較すると各年度の地域指定数は漸減傾向にある
ことから、条例や地域指定の重要性の理解の促進を図るとともに、未指定市町村の指定要望や指定済市町
村における追加指定の確認等を振興局等と連携して実施する。

北海道創生
総合戦略

北海道
強靱化計画

知事公約

対応方針 関連する事務事業 関連する計画等

成果指標の分析 取組の分析
総合評価

判定(計） 判定

A・B指標のみ a 概ね順調に展開

対応方針
番号

政策体系 内　　　　容 方向性
事務事業
整理番号

事務事業名



02 － 01

対応方針
番号

①

（３）事務事業への反映状況

0

事務事業
整理番号

事務事業名
一次政策評価におけ

る方向性（再掲）
次年度の方向性

（反映結果）

終 了 合 計
次年度新規事業

（予定）

反 映 結 果

方　向　性 拡 充 改 善 縮 小 統 合 廃 止

７　評価結果の反映
（１）一次政策評価結果への対応

対応 事務事業

＜新たな取組等＞
・市町村に対し水資源保全条例の趣旨や地域指定の重要性を説明するとともに、水資源保全地域の新規指定に向け、各振興局と連携し市町村からの新たな指定の提案
を働きかける。
・これまでの市町村の要望や指定に向けた検討状況を踏まえ、「地域指定を検討する」とした市町村に出向き、指定に向けた課題等の実情把握や提案事務等へのアドバ
イスを個別に行うことにより、市町村からの早期の提案を促す取組を進める。

 Ａｃｔｉｏｎ　　施策・事務事業評価

令和２年度　基本評価調書 施　策　名 土地水対策の総合的推進及び水資源保全の推進 施策コード


